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市民福祉委員会記録 
 

○開催日時 
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───────────────────────────────────────── 
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○説明のための出席者 

   監 査 委 員  桑 原 道 男 

   監 査 委 員  小田原 勇次郎 

      ────────────── 

   市 民 福 祉 部 長  春 田 修 一 

   障害・社会福祉課長  徳 留 真理子 

   高齢・介護福祉課長  橋 口 浩 文 

 主幹兼高齢者福祉グル－プ長  副 島 賢 博 

 介護給付グル－プ長  上 薗 哲 也 

保 護 課 長  小 原 雅 彦 

子 育 て 支 援 課 長  知 識 伸 一 

 課 長 代 理  西 田 光 寛 

 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   議 会 事 務 局 長  田 上 正 洋 

   主 幹  久 米 道 秋 

議 事 グ ル ー プ 員  柳   裕 子 
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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第９４号 決算の認定について 

（平成２５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

障害・社会福祉課 

議案第９４号 決算の認定について 

（平成２５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

議案第１０７号 決算の認定について 

（平成２５年度薩摩川内市介護保険事業特別会計歳入歳出決算） 

高齢・介護福祉課 

（市民健康課） 

議案第９４号 決算の認定について 

（平成２５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

保 護 課 

議案第９４号 決算の認定について 

（平成２５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

子 育 て 支 援 課 

───────────────────────────────────────── 
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△開  議 

○委員長（江口是彦）ただいまから市民福祉委

員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により、障害・社会福祉課から審査を進め

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議なしと認めます。

よって、そのように審査を進めます。 

 ここで傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長に

おいて随時許可いたします。 

────────────── 

△障害・社会福祉課の審査 

○委員長（江口是彦）まず、障害・社会福祉課

の審査を行います。 

────────────── 

△議案第９４号 決算の認定について（平

成２５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決

算） 

○委員長（江口是彦）昨日、審査を一時中止し

ておりました議案第９４号平成２５年度薩摩川内

市一般会計歳入歳出決算を議題とします。 

 それでは、障害・社会福祉関係の決算の概要に

ついて、部長に説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）皆さん、おはよう

ございます。きのうに引き続き、本日もどうかよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ですが、障害・社会福祉課の主

要施策の成果につきまして、決算附属書に基づき、

概要の御説明をさせていただきたいと思います。 

 附属書の７３ページからになります。お開きい

ただきたいと思います。 

 まず、１、共に支え合う地域福祉社会の形成事

業におきましては、災害時の人的災害を減らすた

めに、災害時要援護者避難支援計画に基づき、平

成 ２ ６ 年 の３ 月 末現 在で ご ざ い ます が 、

２,９７４名の個別支援計画を策定し、支援関係者

全体で情報の共有を図るとともに、地域福祉計画

の改定作業を社会福祉協議会が作成します地域福

祉行動計画と一体的に行ったところでございます。 

 また、県からの権限移譲によりまして、法人監

査をするようになっておりますが、市内４１社会

福祉法人のうち、平成２５年度におきましては、

２１法人について指導監査を実施したところでご

ざいます。 

 次に、２、一般障害者自立支援事業では、重度

障害者及び障害児に対しまして、交付者が

１,１３３人でございましたが、タクシー等料金の

一部を助成したところでございます。 

 次に、７４ページでございます。３、障害者自

立支援事業では、２５６人の施設入所者への支援

給付のほか、生活介護給付等各種自立支援給付を

行ったところでございまして、詳細につきまして

は説明書に記載してあるとおりでございますが。

県からの権限移譲によりまして、障害児の生活能

力を確保するための医療費の助成を行う育成医療

給付事業。これについては平成２５年度から新た

に取り組んだ部分でございまして、１０６件の給

付費でしまして、３１４万９,０００円の給付を行

ったところでございます。 

 次に、７６ページになります。４、重度心身障

害者医療費助成事業では、重度の心身障害者の医

療費助成を行ったところでございまして、

２,４８６名に対しまして、助成額として言えば、

２億４,５００万円の助成を行ったところでござい

ます。 

 ５の特別障害者手当等給付事業では、在宅の重

度障害者１６９名に対しまして、４,２３３万

７,０００円の手当を支給し、福祉の増進を図った

ところでございます。 

 次に、６、障害者の自立支援の充実では、障害

者の社会参加を促進するため、地域生活支援事業

として、障害者相談支援事業、地域活動支援セン

ター事業等を実施したところでございます。障害

者の相談支援事業につきましては、虐待防止セン

ター機能及び自立支援協議会事務局機能を新たに

付加し、基幹相談支援センターとして拡充実施し

たところでございます。 

 ７８ページでございますが、７、障害児の発達

支援では、心身に障害のある児童を対象に、就学

デイにつきましては、児童発達支援センターつく

し園で通園とデイを行っているところでございま

す。就学児になりますと、放課後等デイサービス

事業を民間の事業者、社会福祉法人でございます

が、「ぱる」で実施しているところでございまし

て、つくし園としましては、通園が４１、デイが

３６人の、利用者数がございます。放課後につき

ましては、登録者数でございますが、８１人の登
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録がなされているところでございます。 

 次に、８の小児慢性特定疾患児の日常生活用具

給付の支援におきましては、小児慢性特定疾患児

に対しまして、日常生活用具、２人でございまし

たが、給付し、児童の福祉増進を図ったところで

ございます。 

 ９、隣保館の管理運営では、隣保館におきまし

て、４隣保館ございますが、各種教養講座を延べ

６８１回開催したところでございます。 

 ７９ページの１０でございますが、災害援護対

策では、災害救助法の適用に至らない火災により

ます、罹災者に対しまして、応急的に必要な援護

を行ったところでございまして、平成２５年度に

おきましては、全焼３棟、半焼２棟、計５棟でご

ざいまして、７人の罹災者があったところでござ

います。 

 以上、障害・社会福祉課の主要施策の成果につ

きまして、概要の説明を終わらせていただきます

が、決算の詳細につきましては、この後、障害・

社会福祉課長のほうで御説明させていただきたい

と思います。 

○委員長（江口是彦）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、障害・社会福祉課分について、当局

に補足説明を求めます。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）障害・

社会福祉課でございます。よろしくお願いいたし

ます。一般会計歳出について御説明いたします。 

 決算書の１０５ページをお開きください。３款

１項１目社会福祉総務費のうち、本課分の支出済

み額は、３億５,１９７万５,５３５円です。備考

欄をごらんください。支出の主なものは、社会福

祉管理運営費では、社会福祉事務嘱託員等報酬、

職員２３人分の給与費、社会福祉協議会運営補助

金等でございます。繰越明許費７０万円は、地域

福祉計画策定に当たり、関係機関及び関係他計画

との調整に不測の期間を要したことによりまして、

年度内の完成が見込めないため繰り越したもので

ございます。 

 社会福祉施設管理費では、下甑手打へき地保健

福祉館の消防用設備等保守点検業務委託料等でご

ざいます。 

 次に、１０７ページ、３款１項２目身体障害者

等福祉費の支出済み額は、２６億５,２１１万

６,９２６円です。備考欄をごらんください。支出

の主なものは、一般障害者自立支援事業費では、

職員７人分の給与費、サン・アビリティーズ川内

の指定管理料等でございます。障害者自立支援事

業費以下の事項につきましては、先ほど部長が説

明したとおりでございます。 

 同目の不用額について御説明いたします。

１３節委託料は、地域活動支援センター事業業務

委託料、児童発達支援センター指定管理料等の執

行残でございます。 

 ２０節扶助費は、障害者自立支援事業費、重度

心身障害者医療費助成事業費の執行残が主なもの

でございます。 

 次に、１０９ページをお開きください。３款

１項３目地方改善対策費の支出済み額は、

４,４２９万２６円です。備考欄をごらんください。

隣保館管理運営費では、隣保館長等の報酬、職員

給与費１人分、入来会館屋根等大規模改修工事費

が主なものでございます。 

 次に、１１９ページをお開きください。３款

５項１目災害救助費の支出済み額は、４３万

７,７１７円です。備考欄をごらんください。火災

による災害見舞金が主なものでございます。 

 同目の不用額について御説明いたします。

１４節使用料及び賃借料は、被災者用住宅借り上

げ料の、２０節扶助費は、災害弔慰金等の執行残

でございます。 

 次に、一般会計の歳入について、主なものを御

説明いたします。 

 １７ページをお開きください。１３款２項１目

民生費負担金、１節社会福祉費負担金の不納欠損

額３０万６,０００円は、心身障害者扶養共済掛金

滞納分です。時効１０年を経過し、本人より時効

の援用がなされたため平成２５年度末で不納欠損

処理としたものでございます。備考欄の主なもの

は、児童発達支援センター給付費、さつま町の負

担金等でございます。 

 次に、１９ページをお開きください。備考欄を

ごらんください。１４款１項２目民生使用料のう

ち、障害・社会福祉課分につきましては、サン・

アビリティーズ川内使用料及びつくし園利用料等

でございます。 

 次に、３３ページをお開きください。１５款

１項１目民生費負担金、１節社会福祉費負担金は、

障害者自立支援給付費等負担金、医療費負担金等

です。負担率はいずれも２分の１となっておりま

す。 
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 同じく３節児童福祉費負担金は、児童発達支援

センター給付費負担金です。負担率は２分の１で

す。 

 次に、３５ページをお開きください。１５款

２項２目民生費補助金、１節社会福祉費補助金は、

障害者自立支援事業費補助金等です。補助率はい

ずれも２分の１となっています。 

 次に、３９から４１ページをお開きください。

１５款３項２目民生費委託金、１節社会福祉費委

託金は、特別児童扶養手当事務委託金です。 

 同じく４１ページ１６款１項１目民生費負担金、

１節社会福祉費負担金は、障害者自立支援給付費

等負担金、医療費負担金等です。県負担率はいず

れも４分の１となっています。 

 同じく３節児童福祉費負担金は、児童発達支援

センター給付費負担金です。県負担率は４分の

１です。 

 次に、４３ページをお開きください。１６款

２項２目民生費補助金、１節社会福祉費補助金は、

重度心身障害者医療費助成事業費補助金、補助率

は２分の１です。障害者自立支援事業費等補助金、

補助率は４分の１等となっております。 

 次に、５１ページをお開きください。１６款

３項２目民生費委託金、１節社会福祉費委託金は、

社会福祉統計調査費委託金等です。 

 次に、５５ページ、１７款１項１目財産貸付収

入、１節土地建物貸付収入は、備考欄、上から

６行目、若あゆ作業所貸地料です。 

 次に、５５から５７ページ、２目利子及び配当

金は、り災救助基金利子収入です。 

 次に、５９ページ、１９款１項３目り災救助基

金繰入金は、災害救助費として、災害り災者援護

措置要綱に基づく救助を行うため、必要経費分を

取り崩し、繰り入れたものでございます。 

 次に、６１ページをお開きください。２１款

３項１目貸付金元利収入、７節地震災害援護資金

貸付金元金収入は、滞納者１５人のうち、１２人

分の償還金です。うち１人は平成２５年度に完納

し、現在滞納者は１４人となっています。収入未

済額は４０４万８,０００円です。 

 次に、６１から６３ページ、３６節県北部豪雨

災害援護資金貸付金元利収入は、納入義務者１名

の償還金です。 

 次に、６９ページをお開きください。２１款

５項４目雑入については、備考欄の１行目からに

なりますが、重度心身障害者医療高額介護合算療

養費返納金、つくし園の給食費が主なものです。 

 次に、財産に関する調書について御説明申し上

げます。 

 ３７９ページをお開きください。物件の行政財

産の温泉権につきましては、総合福祉会館に１箇

所ございますが、現在は使用されておりません。 

 次に、３８４ページをお開きください。債権で

ございますが、下から２行目、地震災害援護資金

貸付金と、その次、災害援護資金貸付金がありま

すが、決算書で説明したとおりでございます。 

 次に、３８５ページをお開きください。基金で

ございますが、上から５行目に、り災救助基金が

ございますが、決算書で説明したとおりでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑を行います。御質疑

ありませんか。 

○委員（井上勝博）附属書の７６ページにあり

ます障害者相談支援事業の基幹相談支援センター

については、拡充をされたということですけれど

も。この基幹型相談支援センターというのは、私

もよくわからなかったんですけど、ある人を通じ

て少し理解はしているつもりなんですが。いつぐ

らいからこれをスタートして、今までの相談業務

との関係でメリット、デメリットというのはどう

いうふうになっているのか、お尋ねしたいと思い

ます。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）これは

平成２５年度から拡充をしたものでございまして、

それまでは県に障害者相談員制度というのがござ

いまして、これを廃止する際に、この委員会でも

御説明させていただいたんですけど。各地区に相

談員を１９名お願いしてたんですけれども、それ

をより専門性の高い、資格を持った職員で対応が

できないかということで拡充をさせていただいて

おりまして、この障害福祉のしおりの１ページに、

現在のセンターも詳しく紹介してございますが、

可愛会、薩来園、サニーサイドという三つの事業

所にお願いをしております。ここに専門の相談を

受けられる職員がおりまして、対応をしていると

ころでございます。 

○委員（井上勝博）１９人の方々が相談をされ
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て、相談員になっていたと。それを今、基幹相談

支援センターは何人ぐらいでそれを切り盛りして

いるというんですかね。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）専門の

職員としては６名おります。 

○委員（井上勝博）これは民間に委託した形に

なっておりますけれども、その相談がどういう

ルートで窓口はどこから入ってきて、それをまた

それぞれの６人の方々が、それを相談に乗ってい

くという、その仕組みというか流れというのはど

ういうふうになっているんですかね。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）この基

幹相談支援センターは、御存じのとおり、障害者

虐待防止センターとも機能を兼ねておりまして、

夜間も受け付ける、２４時間３６５日受けられる

携帯電話を所持しております。あらゆる相談にい

つでも対応できるようにしているところなんです

けれども。まずはどこかに、どこでも結構です、

市役所でもいいです。どなたでもいいですので御

相談いただければ、それに対して、すぐに対応す

ること、あるいは会議を開いて対応すること。そ

れは臨機応変に会議等を諮ったりして、どのケー

スにはどういう対応をしていくというふうに、そ

れぞれ専門職同士で協議をしながらしているとこ

ろでございまして、関係課も当然障害者だけの問

題ではなくて、それに高齢者がかかわっておられ

たり、児童がかかわって、女性がかかわって、い

ろいろ複雑でございますので、市役所の関係課と

もケース会議をともに一緒に開いているところで

ございます。情報の共有を図っているところでご

ざいます。 

○委員（井上勝博）附属書のその横のほうに表

があって、相談実人員ということで合計３２７人、

支援延べ件数ということで５,６３５件ということ

ですが。この先ほど６名という相談員というか専

門職の方がいらっしゃるわけですが、この相談実

人員との関係というのはどういうことですか。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）この相

談実人員とここに表記してございますのは、相談

をされた方の数でございます。 

○委員（井上勝博）ちょっと教えてほしいのは、

１９名の相談員のころの件数と、そしてこのセン

ターになったときの件数の比較というのはできま

すか。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）実際が

１９名とおっしゃるのは、各地区の身体障害者協

会の会長さんであられたりとか、知的障害者連合

会なりのその会員の方だったりとかで、ほとんど

１件も挙がってないという実情もございました。 

 実際は、そういう方たちはどこに今まで、じゃ

あ相談されてたかと言いますと、その障害者相談

員ではなく、ほとんど市役所に来られたりとか、

もともと障害者の施設がございますので、そこに

行かれたりとかいう実例、実態はあったんだと思

うんですけども。このように基幹相談支援セン

ターを立ち上げたことによりまして、表現として

は不適切かもしれませんけれども、爆発的にとい

うのはおかしい表現ですけれども、掘り起こしが

なされて、相談件数も実態もふえてきているとこ

ろでございます。 

○委員（井上勝博）それだけにその専門職の

方々の大変さというか、２４時間の呼び出しに応

じるということになっているわけですので、もう

ちょっとその労働条件というか労働実態を調べた

上で、必要なやっぱり人員の配置というのはもっ

と拡充するとか、そういうことも考える必要があ

るのかなと思うんですが。これ部長の見解をお尋

ねしたいと思うんですが。 

○市民福祉部長（春田修一）今後の人員配置、

拡充のというようなことでございますが、これに

つきましては、今、課長が申しましたように、知

的虐待で保護をしたりとかいう形で、かなり複雑

なケースがございまして、１件にかなりの日数と

時間と人員を費やすというような実態もございま

す。 

 ただ現時点では、補助金の枠内の中で基準額の

中内で運営をするというのも基本的な原則でござ

いまして、その中で対応しているところでござい

ますので、今後それらの相談件数とか難易度の実

態、そういう部分を見ながら、今後、御意見の部

分については検討してまいりたいというふうに考

えております。 

○委員（井上勝博）それから、特別障害者手当

についてなんですけれども、これは毎回お尋ねし

て、知らない方などがいらっしゃって、後で知っ

て、もっと早く知っていればよかったという方な

んかが、非常に多いわけですけれども。これにつ

いては推移としては、支給額、件数がどういう状

況になっているんですかね。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）この手
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当につきましては、在宅で重度の方という条件が

ございまして、今、入院されたり入所されたり、

それから亡くなられたりという実情がございまし

て、反対に減ってきている状況でございます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、障害・社会福祉課の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

   △高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、高齢・介護福祉課

の審査を行います。 

────────────── 

   △議案第９４号 決算の認定について（平

成２５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決

算） 

○委員長（江口是彦）それでは、高齢・介護福

祉課関係の決算の概要について、部長に説明を求

めます。 

○市民福祉部長（春田修一）続きまして、高

齢・介護福祉課の主要施策の成果につきまして、

同じく決算附属書に基づき、概要の御説明をさせ

ていただきたいと思います。附属書は８０ページ

からでございます。 

 １、高齢者健康づくりの促進では、職員の人件

費のほか、敬老金、８８歳の方と、１００歳以上

の方、それと１００歳到達の方等に対する敬老金

の支給を行ったところでございます。 

 また、はり、きゅう、マッサージ、３,６１７人

への交付及びお出かけ支援等の助成を行っており

ます。 

 なお、そのほか高齢者クラブへの活動助成等も

行っているところでございます。 

 ８１ページでございますが、高齢者の日常生活

支援では、訪問給食サービス、ショートステイ、

ホームヘルプサービス等の日常生活の支援や、老

人福祉電話対応や緊急通報システムの整備等に係

る安否確認などの福祉向上に努めたところでござ

います。 

 ３の老人ホーム入所措置でございますが、居宅

において養護を受けられない高齢者の入所措置、

２２７名の方の入所措置を行っているところでご

ざいます。 

 ８２ページでございますが、４、介護保険事業

の推進におきましては、職員の人件費のほか、地

域密着型サービス拠点等の整備、平成２５年度に

おきましては、グループホームの増床及び同じく

グループホームの開設準備、これは下甑でござい

ましたが、開設準備の整備を行っているところで

ございます。 

 そのほか、特別地域や低所得者への利用者負担

軽減事業を実施しているところでございます。 

 この養護老人ホーム甑島敬老園運営事業及び

８３ページの６でございますが、特別養護老人

ホーム甑島敬老園運営事業では、社会福祉協議会

を指定管理者として管理運営を行っていただいて

いるところでございます。 

 ７の要介護認定審査事務では、認定申請により

訪問調査を行い、介護認定審査会─委員は

６０名でございます。訪問調査員は１８名、嘱託

でございますが─で、調査及び審査会を開催し

て、審査判定を行っているところでございます。 

 なお、認定申請件数、訪問調査件数、審査判定

件数は、いずれも前年度比と比べましても増加し

ているというような状況がございます。 

 次に、労働者の就労促進では、シルバー人材セ

ンターへ、現在、会員が４２０名いらっしゃいま

すが、センターへの活動助成を行ったところでご

ざいます。 

 ８４ページから８７ページまでは、介護保険事

業特別会計に係ります成果の説明でございます。

特に給付状況等については、説明書に記載してあ

るとおりですが、認定率は２２.１％ということで

横ばい状態が続いております。給付費でございま

すが、給付費については、９４億７,０００万円で

ございまして、対前年で比べますと２億円程度の

増加でございます。 

 介護保険料の徴収率については、９８.４％でご

ざいまして、対前年比０.１％の減となっておりま

すが、普通徴収等につきましては、鋭意、職員一

丸となって徴収に努めているところでございます。 

 以上、高齢・介護福祉課の主要施策の成果につ

きまして、概要の説明を終わらせていただきます

が、決算の詳細につきましては、引き続き、高

齢・介護福祉課長のほうで説明をさせていただき

たいと思います。 

○委員長（江口是彦）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、高齢・介護福祉課分について、当局
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に補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

一般会計歳出について、御説明を申し上げます。

決算書の１１１ページをお開きいただきたいと思

います。 

 ３款２項１目老人福祉総務費につきましては、

支出済み額は２億７,０２１万５,４５４円で、支

出の主なものは備考欄をごらんください。老人福

祉管理運営費では、職員７人分の給与費、高齢者

お出かけ支援利用金助成など、老人福祉施設管理

費では、入来高齢者福祉センター等の指定管理料、

繰越明許費での里生活支援ハウスボイラー取りか

え工事など、高齢者生活支援事業費は高齢者訪問

給食サービス委託料などが主なものでございます。 

 １１３ページをお開きください。次に、同項

２目老人措置費につきましては、支出済み額４億

２,５３３万８,４７８円で、養護老人ホーム入所

者にかかわります入所措置費であります。 

 次に、同項３目介護保険対策費につきましては、

支出済み額１４億１,５６９万２,９６６円で、介

護保険対策費の支出の主なものは、職員１６人分

の給与費のほか、施設開設準備経費助成特別対策

事業費補助金、介護基盤緊急整備等特別対策事業

費補助金、介護保険事業特別会計繰出金などであ

ります。 

 なお、負担金補助及び交付金が繰越明許となっ

ておりますけれども、グループホームこうらく園

につきまして、平成２５年度中の完成が見込めな

かったことから繰り越ししておりましたけれども、

本年６月までに完成をしております。 

 地域介護福祉空間整備等事業費では、地域介護

福祉空間整備等交付金返還金でございます。 

 また、２８節繰出金の執行残が多額となってお

りますけれども、介護保険事業特別会計繰出金に

係る執行残で、給付費の伸びを最大で見積もって

いるために執行残が生じたものでございます。 

 次に、同項４目養護老人ホーム費につきまして

は、支出済み額６,８２３万１,８８２円で、支出

の主なものは、職員５人分の給与費のほか、甑島

敬老園の指定管理料であります。 

 次に、同項５目特別養護老人ホーム費につきま

しては、支出済み額１,９１５万７,８２５円で、

支出の主なものは、職員３人分の給与費などでご

ざいます。 

 次に、同項６目介護認定審査費につきましては、

支出済み額１億３７０万６,４０９円で、支出の主

なものは、介護認定審査会委員６０人分及び介護

認定訪問調査嘱託員１８人分の報酬などでござい

ます。 

 １３５ページをお開きください。５款１項１目

労働諸費では、支出済み額１億２ ,０５８万

８,９６０円のうち、高齢介護福祉課分は労働者福

祉対策費のシルバー人材センターに対する補助金

２,６７０万円であります。 

 次に、一般会計の歳入について御説明いたしま

すので、決算書の１７ページをお開きいただきた

いと思います。 

 １３款２項１目民生費負担金の２節老人福祉費

負担金の歳入の主なものは、養護老人ホーム入所

者負担金の老人福祉費負担金が主なものでありま

す。 

 収入未済額につきましては、過年度分で２名分

の収入未済分でございます。 

 １９ページをお開きください。１４款１項２目

民生使用料の高齢・介護福祉課分については、備

考欄の中ほどでございますけれども、入来高齢者

福祉センター使用料などが主なものでございます。 

 次に、４３ページをお開きください。１６款

２項２目民生費補助金では、２節老人福祉費補助

金は在宅福祉アドバイザーと老人クラブの運営費

補助金などでございます。 

 ４５ページをお開きください。同目６節介護保

険事業費補助金は、グループホーム施設整備等に

かかわります補助金が主なものでございます。 

 なお、収入未済額につきましては、施設整備の

事業繰り越しに伴います未収入でございまして、

これにつきましては、先ほど申し上げましたけれ

ども、平成２６年度完成でございましたので、平

成２６年度中に収入済みでございます。 

 次に、５７ページをお開きいただきたいと思い

ます。１７款１項２目利子及び配当金の高齢・介

護福祉課分は、介護保険高額介護サービス資金貸

付基金の利子収入でございます。 

 次に、６３ページをお開きください。２１款

３項１目貸付金元利収入は、特別養護老人ホーム

整備資金貸付基金の収入でございます。 

 次に、６９ページをお開きください。２１款

５項４目雑入の高齢・介護福祉課分につきまして

は、甑島敬老園の派遣職員にかかわります人件費

分の収入が主なものでございます。 
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 次に、財産に関する調書について御説明申し上

げます。 

 ３７８ページをお開きください。１、公有財産、

（１）土地及び建物でございますけれども、高

齢・介護福祉課分は表の中ほど、公共用財産の社

会福祉施設、土地の減、７３３.２５平方メートル

及び建物で費目増の減、２５６平米につきまして

は、旧鹿島老人憩いの家で普通財産として鹿島コ

ミュニティ協議会に貸し付けたものでございます。

３８３ページをお開きください。 

 ２の重要物品、現在高調べでございますが、表

の左側、一番下の段、機械器具類の増、４件のう

ち１件が高齢介護福祉課分で、特別養護老人ホー

ム甑島敬老園の洗濯機、ガス、乾燥機でございま

す。 

 ３８４ページをお開きください。３、債権でご

ざいますが、高齢・介護福祉課関係では、３行目

の寿里苑運営資金貸付金がございます。当該債権

につきましては、合併前の里村におきまして、特

別養護老人ホーム運営資金として、無利子の貸し

付けを行ったもので、平成２５年度は１５０万円

の償還があり、年度末残高は２,８５０万円となっ

ております。今後２０年間で償還の予定でござい

ます。 

 次に、３８５ページをお開きください。４、基

金でございますが、高齢・介護福祉課では、特定

基金として、下から５行目の介護給付費準備基金

があります。介護給付費準備基金につきましては、

年度中に６万円の積み立てを行い、平成２５年度

末残高は２億３,９６８万９,０００円となってお

ります。 

 次に、３８６ページをお開きください。運用基

金では、介護保険高額介護サービス費と資金貸付

基金がございます。基金の運用について御説明い

たしますので、３９３ページをお開きください。

介護保険高額介護サービス費と資金貸付基金であ

りますけれども、平成２５年度末残高は、

１,２００万円となっております。平成２５年度中

の貸し付けの実績はございませんでした。 

 以上で、一般会計の説明を終わります。よろし

く御審査賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、細かな計数等につきましては、課長代理、

主幹、並びにグループ長等に答弁させますのでよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑を行います。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）附属書では８０ページ、は

り、きゅう及びマッサージ等施術料助成について

なんですが。これ平成２４年度が６０回だったの

を、平成２５年度から４０回にしたということな

んですよね。 

 それで、その６０回から４０回にしたというこ

とで、それぞれのこの右の表にある申請者件数や、

その他の数字にどんな影響になっているか、お尋

ねしたいと思うんですけれども。要するに平成

２４年度のこの右の表と同じ数字がわかれば、教

えていただきたいと思うんですよ。 

○主幹兼高齢者福祉グループ長（副島賢博）

申 請 者 件 数に つ いて は、 平 成 ２ ５年 度 の

３,６１７名になっておりますが、平成２４年度が

２,７８９名となっておりまして、若干、人数とし

てはふえております。 

 発行冊数につきましては、平成２５年の

３,８６５冊に対しまして３,７６６冊、発行枚数

につきましては、すいません、そこは冊数から

４０枚と６０枚ということで御了承ください。 

 なお、利用枚数につきましては、平成２５年度

１万３,１１５枚となっておりますが、これが平成

２４年度１万４,６１３枚の利用であります。金額

につきましては、平成２４年度、１,１６９万

４００円の助成額がありました。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）結局６０回を４０回にした

んだけれども、助成額としては微減ということで

あるわけですけれども。やはり大して、そんなに

削減効果というふうにはなっていないんじゃない

かなと思うんですが、どうですか。要するに、こ

れは財政運営プログラムに基づいて、その発行を

抑えるということだったと思うんですけれども、

その辺の評価はどういうふうにお考えですか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）昨年も発

行はしてるんですけど、実際、発行しても利用率

につきましては、１７％ぐらいの利用率になって

おります。実際、発行しても使われてないという

のが実情でありますので、そのような関係で、

６０回を４０回に減らした部分があると思います。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）利用率が少なかったからと

いうことなんですけども、たくさん使われる方は
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たくさん使われると思うんですよね。やっぱり体

の状態によってですね。そういう方々と、それか

らもらったけれども、そんなに使ってないという

方々。で、やはりそれはもうそれぞれの人たちの

体調によるもので、６０回を４０回にしたという

ことによって、そんなに削減効果がそんなにある

もんではないわけで、やっぱりそういう意味で、

体の不調を訴えている方に対する配慮ということ

を考えていくと、少しの予算ですから、やはり元

に戻すというふうにできないもんだろうかと。 

 これは昨年の３月の予算の審議の中でも、単に

そのサービスを受ける側だけじゃなくて、施術を

される側の福祉と、つまり障害を持った方がやら

れているケースが多いということで、そういった

方々の仕事をふやすという面もあったということ

ですので。やっぱり福祉の効果としては決して軽

くはないもの、費用対効果とすれば、いい効果が

あるものだというふうに思うんですが。その辺の

今後の考え方というのは変わりませんか。 

○市民福祉部長（春田修一）ただいまの御質問

でございますが、今、担当グループ長が話をした

ように、申請者件数とか発行冊数については、平

成２４年度と平成２５年度を比較をするとふえて

おります。ただ全体的な、ここ４年間の状況を見

てみますと、利用枚数が平成２２年度で約１万

７,０００あった部分が、毎年減少になってきてい

るというような状況があるところでございます。 

 かつ、先ほど課長が言ったように、その利用者

の状況を見たときに、６０回全てを使われる方は、

ごく少なかったというようなこと等があって

４０回に削減したというような状況がございます。 

 ただ、委員もおっしゃるように、この給付費に

つきましては、これも平成２２年度が１,３５８万

円、平成２４年度が１,１６９万円という形で毎年

減少してきていたというような状況等もあって、

その減少幅より、今回の部分についてはそんな影

響が、平成２５年度についてはなかったと思って

おりますので。結果的には４０枚で４０回の利用

にしたにしても、利用する側からすれば、そんな

に大きな影響はなかったのではないかなというふ

うに考えておりますので、これらを参酌しますと、

この回数をふやすということは現時点では考えて

ないところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）シルバー人材センターの活

動助成が８３ページに、附属書に載ってますが。

これはやはり補助金を少し減額しているというこ

とで、この実際にシルバー人材センターで働いて

いる方々への影響は、予算段階ではないというふ

うなおっしゃり方をしたんですけれども、それは

実際はどうだったのですか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）影響はな

いと考えております。シルバー人材センターにつ

きましても、歳入確保につきましては、鋭意努力

をされて歳入確保を努めていらっしゃるので、こ

ちらの削減をしても影響はないと考えているとこ

ろでございます。 

○委員（井上勝博）会員数とか実際の仕事の件

数とか、そういうなのは影響なかったですか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）件数の実

際の数字等については把握しておりませんけども、

決算等を見させていただきますと、件数等もふえ

ておりますし、またいろんな事業等についても派

遣をされているようでございますので、歳入努力

をされていらっしゃるということで認識しており

ます。 

 以上です。 

○市民福祉部長（春田修一）今、課長の申した

とおりなんですが、シルバーの決算を見てみます

と、平成２５年度については、会員獲得のための

事業をされております。それは民生委員会とかい

ろんなところに、営業と申しますか、そういう形

をなされておりまして、会員数もふえ、かつ委託

事業と申しますか、その部分もふえたというよう

な形で、昨年の決算の中では聞いているところで

ございます。 

 ということで、経営自体としましては、今回削

減したことによる影響という部分は、逆にインセ

ンティブが働いて会員獲得とか、そういう事業取

得という形にシルバー自体が取り組まれたという

形でプラスに働いてきたのではないのかなという

ふうには考えているところでございます。 

 ただ、いずれにしましても、うちの場合はシル

バーに対する助成につきましては、基準額よりも

かなり高い額を助成をしております。類団のとこ

ろと比べても高い助成をしているという部分は御

理解いただきたいと思います。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（新原春二）１件だけ、要介護認定の審
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査のあり方についてをお尋ねをいたします。 

 今、この資料によりますと、全体的な調査、あ

るいは認定の６,０００件を超える－新規、ある

いは更新、変更、６,０００件を超える、件数にな

っているようなんですが。今、介護認定の調査の

方が１８名、それから審査会員が６０名というこ

とで平成２５年度は動いていらっしゃるわけです

ね。そうしますと、今、申請をしてから約２箇月

ぐらいかかるというのは、常識的な話とよく聞く

んですが。調査員にお願いをして、調査員が来ら

れて調査をされて、それが審査会にかけられて判

定が出る、通知が来るっていうまで、その話をよ

く聞くんですが。認定のあり方について、この

６,０００件を１８名が調査をされて、６０名がそ

れぞれグループ分けをされて、５名ぐらいですか

ね、５名ぐらいに審査をされるんですが。今現在、

この件数で日程的に申請から認定が発行されるま

で、そういうような任務で平成２５年度苦情はな

かったものなのか。 

 それから、これからまたどんどんどんどん認定

の数がふえてくるんじゃないかと予想されるわけ

ですよね。団塊の世代がだんだん７０歳から

７５歳になっていけば、さらにそういった認定が

ふえてくるんじゃないかと思うんですけども。そ

うした中でこの推移、今のこの現状の中で平成

２５年度はどうであったのか、それをまたちょっ

とふやす体制になっていくのか、そこら辺の平成

２５年度の状況、そこら辺をちょっとお知らせく

ださい。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）認定申請

が行われてから、その結果が出るまでは、３０日

以内には出さないといけませんので、それに基づ

きまして認定調査審査まで行って、３０日以内、

１箇月以内には結果が出るような形でしておると

ころでございます。 

 調査員につきましては、今１８名おりますけれ

ども、月大体１人当たり３０件程度の調査を回っ

ていて、１日２件程度調査をしているところでご

ざいますので、今後ふえていく場合につきまして

は、調査員等をふやさせていただくとかという形

になるかもしれませんけれども。現状で言えば、

今のところ推移を考えますと、しばらくの間はこ

の人数で十分足りるんじゃないかなということで

考えております。 

 審査会につきましても、毎日、審査会を開いて

いただいてまして、大体二十七、八件程度の審査

会を毎日夜開いていただいて、１２回、週に６回

ずつ開いていただいているところでございます。 

 以上です。 

 苦情につきましては、特にございません。 

○委員（新原春二）それ、今、具体的になって

苦情はないということですけども。ちょっとケア

マネージャーさんの声を聞きおけば、やはり実態

とちょっと違ってくるような声を聞くんですよね。

だから、そこ辺でケアマネさんの申告があって、

初めて調査員が動くわけですけども。そこら辺の

もっと、ケアマネさんのグループがあるのかよく

わかりませんけども、そこら辺との連携というの

はどういうふうなものになっているんですか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）認定審査

につきましては、特段、苦情はないと考えており

ますが、その他の部分につきましては、いろいろ

御意見等があると思いますけれども。介護事業所

さんたち、ケアマネさんたちも集めて研修会を開

いたり、その辺の情報共有とか、お互いに一緒に

なってこの介護保険事業を進めていかないといけ

ませんので、連携をとりながらやっていきたいと

考えているところでございます。 

○委員（新原春二）高齢者との一番の接点のと

ころですので、ケアマネさんを含めて、そうした

いろんなディスカッションでありますとか、いろ

んな意思の統一を、ぜひしていただきたいと思い

ますし、これから先、本当にふえる予想が－減

る予想よりも、ふえる予想が、されますので、そ

こら辺の実態をよくつかんでいただいて、今後、

鋭意また努力をしていただきたいというふうにお

願いをしておきます。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（瀬尾和敬）きょうは高齢者クラブの

方々の交通安全街頭キャンペーン、もう終わった

かどうかわかりませんけど、今されていると思い

ますが。この高齢者クラブの活動助成について、

お伺いしたいと思います。 

 １３３団体、６７７名に対して、７３４万

２,２２０円というふうに助成をされています。高

齢者クラブの参加資格とかそういうのは、統一さ

れているんですか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）おおむね
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６０歳以上の方々でございます。補助金を出して

いるところにつきましては、単位団体につきまし

ては、１０名以上の団体のところにつきまして、

補助金を出しているところでございます。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）ことしの全国的に見て、高

齢、今言われた６０歳以上というのは相当な数に

なるわけで。ことしは全国的に見て１００万人ふ

やそうと、鹿児島県も何万人かふやそうという目

標を立てて、会員の獲得に一生懸命になっておら

れると聞いておりました。これは平成２５年度は

こうですけれども、その後の会員の増加とかそう

いうのがわかりますか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）高齢者ク

ラブのほうにつきましても、会員増強につきまし

ては、強化月間と目標が出たりとかしながら努め

ていらっしゃるところなんでございますが。平成

２４年度が団体数は１３３団体でございますけれ

ども、会員数は６,８７４名。それで平成２５年度

が６,７７７名ということで若干減ってきておりま

す。一番多かった、最近では平成２２年が会員数

といたしまして、７,１００名ほどいらっしゃいま

したけども、若干減ってきているのが実情でござ

います。連合会とされましても、クラブ員の会員

増強に努めていらっしゃるところでございます。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）私も６０歳を超えたときに

勧誘を受けまして、入っておるんですが、年間

２,０００円－単位老人、これ単老とか普通言う

んですけど、まあまあそれはそうとして、年間

２,０００円払っております。これで助成金がおお

むね１,０００円ですので、３,０００円ぐらいで

賄っているんですけれども。これからどんどん、

私は薩摩川内市のこの高齢者クラブの会員がふえ

ていくんじゃないかと思ったけど、徐々に減って

るんですね。 

 きょうのパレードされた方々、これはある意味、

元気な方が多いですよね。こういう方々は、例え

ば交通安全に関しては、もう知識を持っていらっ

しゃるし、対応できるんですけれども。これに参

加しない方がそういった交通事故に遭ったりされ

るケースが多いわけですよね。このような、今後

どんどん高齢者がふえてくる中で、またその辺の

対応というのを、やっぱり市としてもある程度考

えていかなければならないんじゃないかと思うん

ですよね。例えば、こういうキャンペーンなんか

をされるときなどには、特に思うんですけど。こ

こに出てこない方の、例えば、指導徹底とか交流

の場をどうするのかということですね。これから

ちょっと重要なものになってくるような気がする

んですけど、どんなふうな思いでおられますか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）この会員

増強につきましては、本当に課題であると思いま

す。介護予防ともつながっていくと思います。 

 それでＰＲも含めながら、このような事業に、

きょうもありましたけども、元気度アップボラン

ティア事業のポイントも打っていただいたりとか

ってしてますので、今後そういう会員増強も含め、

介護予防につなげていけるような形でこちらのほ

うもＰＲに努めていきたいと考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（井上勝博）附属書の８１ページの生活

指導型ショートステイと生活支援型ホームヘルプ、

利用者数が非常に少ないわけですよね。本来なら

ば、ショートステイとかホームヘルプサービスと

かいうのは、介護保険制度の中にもあるわけです

が。認定されなかった方が突然の体調不調とか、

そういうものによって利用されるということです

るサービスなんですかね。その辺をちょっと説明

いただけますか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）今、井上

委員がおっしゃったとおりでございまして。疾病

等ではないんですけれども、救急に体調不良にな

ったというような方々等への対応で、この生活指

導型ショートステイなんかはしているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）利用が非常に少ないという

のは、これは余りそういう認定までは受けないよ

と、私は介護はそんな必要でないよという方が、

突然体調不良になったという場合に、市役所に電

話すれば、こういった制度をすぐ利用できるとい

うふうになってるんでしょうか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）はい、そ

のような形で対応しているところでございます。

現在、少ないといいますのは、介護保険事業の中

でのショートステイを使われたりとかとする部分
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が結構いらっしゃるんじゃないかなということで

考えています。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）介護保険制度のサービスと

ダブってるんだけれども、認定を受けてない方と

いうのは、かなりまたいらっしゃるわけで、そう

いった方々が余りそういう制度があることを知ら

ないということもあるのかなと思うんですが、そ

こはどうなんですか。こういうサービスがあるん

ですよと、気軽にというような広報は、十分に行

き渡っているんでしょうかね。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）広報につ

いては、随時こちらのほうでしておりますけれど

も、生活支援型ホームヘルプサービスにつきまし

ては、平成２５年度で廃止になっております。平

成２６年度以降はないということでございます。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）要するに、平成２５年度ま

ではやってたんだけど、平成２６年度からは廃止

になったと。利用が少ないからということでなん

ですか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）利用が少

ないからということでございます。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第９４号、平成２５年度薩摩川内

市一般会計歳入歳出決算に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

   △議案第１０７号 決算の認定について

（平成２５年度薩摩川内市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算） 

○委員長（江口是彦）次に、議案第１０７号決

算の認定について（平成２５年度薩摩川内市介護

保険事業特別会計歳入歳出決算）を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

平成２５年度薩摩川内市介護保険事業特別会計歳

入歳出決算について、御説明をいたします。 

 まず、歳出について御説明いたします。決算書

の３６２ページをお開きください。１款保険給付

費につきましては、支出済み額９４億６,８５６万

２,１６５円で、居宅や施設における介護サービス

給付費や高額給付費、介護予防に係る給付費の支

払いを行っております。 

 なお、保険給付費の不用額が多額となっており

ますけれども、介護給付費の伸びを最大で見積も

らざるを得ないことによります執行残でございま

す。 

 次に、３６４ページをお開きください。３款

１項４目１次予防事業費につきましては、支出済

み額９,５３９万３,６６８円で、支出の主なもの

は、嘱託員４人分の報酬と、高齢者に対する介護

予防の普及啓発の事業等でございます。 

 同項５目２次予防事業費につきましては、支出

済み額１２４万７,５３７円で、支出の主なものは、

２次予防事業の参加に係る判断業務委託などでご

ざいます。 

 ３款２項１目介護予防ケアマネージメント事業

費につきましては、支出済み額２ ,８７５万

６７２円で、支出の主なものは、職員３人分の給

与費のほか地域包括支援システム保守業務委託な

どでございます。 

 同項２目総合相談事業費につきましては、支出

済み額４,６４６万６,４７７円で、支出の主なも

のは、職員１人分の報酬と市内１３箇所の在宅介

護支援センターの総合相談業務委託料及び介護予

防普及業務委託料でございます。 

 次に、３６６ページをお開きください。同項

５目任意事業費につきましては、支出済み額

３,１０９万４,５５７円で、支出の主なものは、

家族介護用品、寝たきり老人介護手当の扶助費で

ございます。 

 同項６目地域包括支援センター運営協議会費

２万３,７８０円につきましては、協議会開催に伴

います経費でございます。 

 同項７目包括的支援事業一般管理費につきまし

ては、支出済み額９,１８７万３,１０７円で、支

出の主なものは、嘱託員２人分の報酬と地域包括

支援センター運営事業委託でございます。 

 ４款１項１目介護給付費準備基金積立金につき

ましては、支出済み額６万円でございます。不用

額につきまして説明をさせていただきます。平成

２５年１２月補正におきまして、前年度繰越金と

歳出予算の執行状況を勘案いたしまして、介護給

付費準備基金に積み立て可能と判断をいたしまし

て、当初予算で計上しておりました基金繰入金
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４,７７４万２,０００円を減額し、基金積み立て

といたしまして、６,１０４万７,０００円を増額

補正をいたしました。しかし、実際には基金利子

分の６万円しか積み立てを行わず、６,０９８万

７,０００円の執行残が生じたところでございます。 

 理由といたしまして、平成２５年度前半の介護

給付費の支出が７億６ ,０００万円から７億

８,０００万円と当初の予想より低かったために、

介護給付費準備基金への積み立てが可能と判断い

たしまして、１２月補正で増額補正を計上いたし

ましたけれども、１２月補正及び３月補正後の介

護給付費が月平均で８億円を超え、基金積み立て

を実施することが難しい状況になったと判断をい

たしました。 

 また、後年度の介護給付費の増加に備えるため

に、介護保険料を積み立てる介護給付費準備基金

に国県への返納金を積み立てることは、基金の目

的にそぐわないことから、翌年度発生する国県支

出金の精算返納金の財源として、例年繰越金で対

応したこともございまして積み立てを行わなかっ

たことから、不用額が生じたものでございます。

今後は、きちんと状況等を判断をいたしまして、

適切な対応をしてまいりたいと考えているところ

でございます。 

 次に、６款１項償還金及び還付加算金につきま

しては、支出済み額７,０９３万３,１０４円で、

第１号被保険者の介護保険料の過誤納付に係る還

付金及び介護保険給付費確定などに伴います国県

への返還金でございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。

３５６ページをお開きください。歳入につきまし

ては、主なものについて御説明をさせていただき

たいと思います。 

 １款１項介護保険料１６億３ ,７２８万

８,０２０円は、６５歳以上の第１号被保険者の保

険料でございます。平成２５年度現年分の本市の

保険料徴収率は、年金天引きによります特別徴収

については１００％でありますけれども、普通徴

収に係る現年分の収入未済額は２ ,５７７万

１,９６０円、収納率は８２.９％と、前年度と比

べまして０.７％の減となっております。現年分全

体につきましても９８.５％と、前年度比０.１％

の減となっているところでございます。 

 また、過年度分の収入未済額は、３,２３９万

７,６３０円で前年度より４１０万１,８６０円増

加し、収納率は１１.９％で、前年度より０.１％

減でございました。 

 次の、３款使用料及び手数料、督促手数料の収

入未済額は８０万２,０００円で、昨年度より

１６万７,５３０円増加しております。 

 なお、過年度分のうち、保険料の１,３５１万

６,６８０円と、督促手数料１７万７００円につい

て不納欠損処理を行ったところでございます。不

納 欠 損 処 理後 の 保険 料の 収 入 未 済額 は 、

５,８１６万９,５９０円で、収納対策といたしま

して、臨戸や電話、納付誓約書等によります時効

中断を行うなど、収納向上に努めておりますけれ

ども、今後も年金支給月を中心に、収納対策強化

月間を設定するなど徴収計画を立てて、収納率の

向上を図っていくこととしております。 

 次に、４款国庫支出金については、収入済み額

２６億９,３１７万１４５円で、１項１目介護給付

負担金と同款２項１目調整交付金及び４目の地域

支援事業交付金がございます。 

 次に、５款支払基金交付金につきましては、収

入済み額２７億５,６５２万９,７５２円で、１項

１目介護給付費交付金と同項２目地域支援事業支

援交付金があり、２号被保険者の負担分といたし

まして、社会保険診療報酬支払基金から交付され

るものでございます。 

 ６款県支出金につきましては、収入済み額

１４億９,０３８万７,１８７円で、３５８ページ

をお開きください。１項１目介護給付費負担金及

び３項１目地域支援事業交付金は、給付費及び地

域支援事業にかかわります県の負担分でございま

す。 

 ７款財産収入については、説明を省略させてい

ただきます。 

 次に、９款１項１目一般会計繰入金１２億

３,１２７万４,１６９円につきましては、市の法

定負担分など一般会計から繰り入れるものでござ

います。 

 １０款繰越金、１２款諸収入については、説明

を省略させていただきます。 

 次に、３６８ページをお開きください。実質収

支に関する調書でありますけれども、収入総額

９９億９,１９４万６,０００円に対しまして、歳

出総額９８億３,４４０万５,０００円で、歳入歳

出差引額は１億５,７５４万１,０００円となり、

翌年度へ繰り越すべき財源はないことから、実質
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収支額は同額の１億５,７５４万１,０００円とな

っておりますけれども、国県への返納金が

２,４９９万２,８３６円あることから、実質的に

は１億３,３１１万７,０００円が平成２６年度の

財源となります。 

 以上で、介護保険事業特別会計の説明を終わり

ます。 

 なお、細かな計数等につきましては、課長代理、

主幹並びにグループ長に答弁させますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）今、最後に言われたのが、

数字をちょっとメモできなかったんで。要するに

国に返すべきお金があるから、翌年度に繰り越し

する金額はこれだけですというふうにおっしゃっ

たんだと思うんですが、もう一回お願いします。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）附属書の

８４ページの上のほうを見ていただければと思い

ますけれども。実質余剰金ということで、介護保

険特別会計事業のところで、ここに余剰金の部分

が１億３,３１１万７,０００円ということで、御

説明をしたところでございます。 

○委員（井上勝博）それから、先ほど歳入の部

分なんですけども、３５７ページの収入未済額に

ついて、主に普通徴収ですか、普通徴収の滞納が

あると。それは年金額がたしか１万５,０００円以

下というふうになってたと思うんですが、この

１万５,０００円以下の年金受給者というのが何人

なのか。で、無年金という方もいらっしゃると思

うんですが、無年金が何人なのかというのはわか

るんですかね。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）１段階、

２段階の数といたしまして、１段階の方々は

４１０名、２段階の方々が６,６６１名ということ

で押さえているところでございます。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）１段階というのは、つまり

無年金、もしくは１万５,０００円以下ということ

が４１０人ということですね。無年金が何人かは、

まあわからんということですね。その無年金の方

や、極めて年金が少ない方々は、家族の方に扶養

されているというか、そういうことで暮らしてい

かれていらっしゃるんだと思うんですよね。もし

くは、生活保護の方もいらっしゃると思うんです

が。それは別にしても、家族の方に扶養されてい

ると。その際に家族に、１世帯に対して介護保険

料を請求しているということで、家族が支払って

ないというケースなどもあるんだろうと思うんで

すが、その辺の実態はどういうふうになっている

か。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）そこまで

は実際に把握しておりません。 

○委員（井上勝博）だから、収入未済額という

ことで、その徴収に努力されていらっしゃるわけ

ですが。介護保険料だから、これは収納課じゃな

くて、いわばここの課でやられているということ

で、連絡をとったりいろいろ話をされたりしてい

るんじゃないかと思うんですが、その辺の実態が

こうつかめないというのは、ちょっと腑に落ちな

いところもあるんですけど。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）収入未済

の件数といたしましては、人数的には延べ人数で

すけれども６５６名ほど、件数といたしまして

２,７００件前後ございます。収納につきましては、

介護保険制度の滞納等がございますと給付制限等

もございますので、その辺の説明をきちんとしな

がら、収納に努めていただくようにお願いをして

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）介護保険制度の問題で、こ

ういったところで例えば減免という形の制度もあ

ると思うんですが、減免申請の実績というのはあ

るんですか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）減免はご

ざいません。 

○委員（井上勝博）制度は。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）災害減免

しかなく、市内の実績としてもございません。 

○委員（井上勝博）それで介護保険制度の中で、

２４時間巡回サービスを平成２５年度から始める

のか、それとも事業者を探すということだったの

かわかりませんけど、進めていくというお話であ

ったと思うんですけども。あとその認知症地域支

援員については、まあいいや。まずその２４時間

定期巡回随時対応型サービスについてはどういう

ふうに今なってるか、お尋ねします。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）さきの委
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員会でも若干説明をさせていただきましたけれど

も、平成２５年度募集しまして、１事業所が手を

挙げていただいたんですけども、人的な配置がち

ょっと厳しいということで、今年度、手を下され

たという形になっております。 

 今後は、また公募等をするなりして、ぜひこの

定期巡回につきましては、在宅での介護を行うに

は重要な分でございますので、ぜひ公募をいただ

ければなということで思っております。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（永山伸一）介護保険料の収入未済の件

については、現年分についても年々ふえているん

ですよね。したがって、滞納繰越分もふえてくる

ということですので、監査意見にもありますよう

に、やはり介護保険制度の流動性を保つためにも、

やっぱりこういったさらなる収納率の向上に努め

てほしいと。いろんな問題はあろうと思いますが、

役所全体でもって取り組んでほしいと、これは意

見として申し上げておきます。 

 もう１件、決算書の３６６ページの基金積立金、

課長はいろいろと説明したけど、結局あとづけで

あって、補正でいったときには必要性を訴えて補

正予算を組んで、結果として、繰越金として残せ

ば、それが使えるとおっしゃったんだけど。もう

それ言っちゃえば、全ての不用額が全部そういう

ふうに使えますよという話で。以前、私、市と合

併したときに非常に不思議だったのが、財政課が

それをいいようなことを言ったもんだから、それ

は違うんじゃないと言った覚えがあるんだけど。 

 やはり必要性があって予算措置をして、結果と

していろんな流れはわかるんだけれども、それが

結果として、また後で繰り越した結果として、残

して、繰り越せば、いけんか使えますと。いえば、

全ての予算はそういうふうになってしまうわけで

ありますんで、適正な執行にさらに努めてほしい

と、これはやはり言っとないといけないんじゃな

いかなと思います。 

 以上です。 

○市民福祉部長（春田修一）今、２点の御意見

でございました。 

 まず一つ目の、その徴収につきましては、私ど

もも公平性を保つためには徴収率を向上させない

といけないということでしております。 

 特に、生保になられた方、あるいは収納課のほ

うの滞納をされている方、そういう部分につきま

しても、絶えず情報を共有しながら対応をしてい

るところでございまして、高齢・介護福祉課だけ

ではなくて、収納課とか他の課との連携をしなが

ら、徴収率の向上に努めていきたいというふうに

考えております。 

 ただ、今回、不納欠損をした部分につきまして

は、生活保護等に陥えられた方、受給をされた方、

あるいは滞納等の区分がございまして、どうして

も税のほうの収入もできない方で、時効の援用が

あった部分という形でやむなくしているところで

ございます。 

 ただ、この方につきましては、先ほど課長も言

ったように、給付制限がかかってまいりますので、

そのあたりも十分説明をしながら、本人さんの不

利益になることも、この介護保険の中ではござい

ますので、そのあたりも十分説明をしながら、分

納等も含めて今後も対処していきたいというふう

に考えております。 

 それともう１点の不用額につきましては、補正

に上げた時点で、先ほど課長が言ったように７億

７,０００万円ぐらいだった部分が補正後の中で

８億円を超えてきたというような状況が出てきた

ところです。 

 特に、介護給付費の場合は２箇月おくれで請求

が来るということもございまして、３月補正が

１月になってるというようなこと等で、そのとき

には先ほど言ったように８億円に上がってきた数

字しか、つかめなかったという部分があって。こ

のまま積み立てをしてしまうと、繰り上げ充用と

いう部分もちょっと視野に入れなくなってきたと

いうこと等もございまして、やむなく補正予算に

も間に合わなかった、３月補正にも間に合わなか

ったというような状況で対応したところでござい

ます。 

 ただ結果、ふたを開けてみますと、２月分の請

求がかなり落ち込んだということで、この部分が

見込み違いというような形で不用額も出てきたと

いうのが実情でございます。 

 こういうことを言ってはあれなんですが、１箇

月の給付請求が８億円という非常に大きな額にな

るもんですから、私どもも細心の注意を払いなが

らやってるんですけど、今回こういうことになっ

たということで、非常に今後十分、それらも参酌
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した上で十分な補正予算の計上、あるいは対応を

していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（井上勝博）平成２５年度からの新規事

業で認知症施策総合事業というのをやるというこ

とだったわけですが、これは決算書の３６０ペー

ジの２次予防事業費と関連しているんですかね。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）２次予防

事業とは関連はしておりません。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）この認知症施策総合事業に

ついては、これは平成２５年度ではどういうふう

になっているのですか。ちょっと決算書の中でど

うなっているか、わからなかったものですから。 

○介護給付グループ長（上薗哲也）平成

２５年度の予算中、認知症の関係は、任意事業の

中に予算化をしてあるということになってござい

ます。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）この認知症について、認知

症施策総合事業は、認知症地域支援員を配置して、

そしてその要援護者のマップ作成などを行うとい

うことになっているのですが。実績としては、ど

ういうふうになっているのかというのは、資料の

中にあるのですか。 

○介護給付グループ長（上薗哲也）済みませ

ん。実績のほうには記載はしてございません。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）私は、予算のところで説明

して事業を始めるというふうにおっしゃっている

わけだから、決算のところでそれがどうなってい

るのかということを説明するというふうにしなけ

れば、どうなったのかなということを聞かなけれ

ばわからないというのでは、まずいのではないか

と思うのですが。そこら辺、どうなっているので

すか。新規事業については、やっぱり経過がこう

なりましたという話はあったっていいじゃないか

と思うのですが、どうなんですか。 

○市民福祉部長（春田修一）認知対策につきま

しては、さきの委員会の中でも申しましたように、

大きく七つの視点で持ちまして、今取り組みを進

めているところでございます。平成２５年度は、

その足がかりづくりという形で、ここで書いてご

ざいますように、支援員あるいはコーディネー

ター業務という形で配置をしたところでございま

して、この部分が平成２６年度の取り組みの中に

生かされてきているというふうに考えております。

ですから、コーディネーターとしましては、地域

の中でそういう組織づくりをするための活動を行

ったところでございまして、認知症支援員につき

ましても、同じようにその地域の中で生かせる資

源がどういう形であって、地域の中でそれをどう

いうふうに使えるかという部分を、地域の中に、

コミの中に入ったりして、あるいは在介と一緒に

なって、そういう取り組みをした部分でございま

す。ですから、それを成果という形で、なかなか

決算上挙げられずに、平成２６年度の委員会の中

では、今後取り組むべき認知症対策という形で、

報告をさせていただいたところでございますので、

御理解いただければありがたいなというふうに考

えております。 

○委員（新原春二）任意事業の関係で、市民後

見推進事業の４１８万の委託をされていますが、

平成２５年度の事業の中でどんな事業をされて、

どのようになっていくのか。今後、社協に、平成

２６年度から移行されていると思うのですけれど

も、そこら辺の平成２５年度の委託の状況につい

てお知らせください。 

○市民福祉部長（春田修一）この委託につきま

しては、リーガルサポートセンターという、そう

いう専門的な司法書士のリーガルサポートという

県の組織がございまして。そこに委託した部分で

ございまして、そこの部分で広く市民への周知を

図るための講演会、フォーラムを開催した部分が

１回です。そのほかには、市民後見人が募集をか

けたところ、２０名ぐらいいらっしゃいました。

その方の基礎教育と申しますか、市民後見人にな

った際の、どういう制度的な問題あるいは対応の

仕方と、そういう基礎的な受講を委託をしたとい

うのが、この委託料の内訳でございます。 

○委員（新原春二）平成２５年度は準備期間と

して、講習会であるとか、講演会だとか、そうい

うことで事業をされたんですが。平成２６年度か

らも社協に事業が移っていくと思うんですけど、

そういう認識でよろしいんですか。 

○市民福祉部長（春田修一）平成２６年度につ

きましては、平成２４年、平成２５年で要請した、

卒業された市民後見人の方がいらっしゃいますの
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で、その方の活用をどういうふうに考えるかとい

うことで、平成２６年度、社会福祉協議会のほう

に、委託をかけたというような状況でございます。

社会福祉協議会のほうでは、社会福祉協議会とし

て、市民後見の受託が、裁判所から受託が受けら

れる法人後見という形で、今、定款等の変更を準

備をされて、近々申請されることになります。そ

ういうことで、社協が法人の後見をとられること

によって、そこでいろんな相談がきた部分を市民

後見の方が、そこで実習と申しますか、キャリア

を積んでいただいて、ひとり立ちできるようなサ

ポートができるのではないかというふうに考えて

いるところでございます。 

 社会福祉協議会としましては、今までこの後見

センターがございませんでしたので、福祉サービ

ス事業という形で、そういう後見に該当しそうな

方の金銭管理とか、そういう部分までやっており

ましたので、その後見をされない方のサービスと、

法人後見をして受けた成年後見人とのサポートを

するという二つの歯車で回していくことによって、

先ほど言った市民後見人をどういう形でキャリア

アップしていくかという形で活用していきたいと

いうふうに考えております。ただ、平成２６年度

につきましては、市がセンターを設置して、その

市民後見に係る部分を社協のほうに委託するとい

う形で予算を執行しておりますが、先ほど言った

ように、社協さんが法人後見をとりますと、社協

さんのほうが成年後見センターを設置して、それ

に関する運営に対する補助を市のほうがやったほ

うがいいのではないかなということも、今考えて

いるところでございまして、これについては、今、

社協さんとも詰めをしているところでございます。

先ほど言ったように、二つの事業をよりうまく回

転させるためには、市の市民後見制度だけの委託

をかけても意味がない。意味がないというわけじ

ゃないですが、うまく効率的に機能しないのでは

ないか。それよりは、社協さんが独自で成年後見

センターをつくっていただいて、そこの運営に対

する部分を補助金として流すことも一つの手では

ないかということで、今、検討を進めているとこ

ろでございます。 

○委員（新原春二）私もそのほうが、非常にス

ムーズな運営なり、後見ができるんじゃないかと

いうふうに思っていますので、そこら辺は社協の

ほうとまた十分協議をされて、うまく成年後見制

度がつくようにお願いしたいと思いますが。特に

今、農地の問題でいろんな中間管理機構等も含め

て集約をする場合に、そうした不動産も含めて、

非常な相続の問題等も含めて、露呈をしているよ

うであります。そういう意味では、誰が後見をし

ていくのかというのが、なかなか煮詰められない

ところがありますので、今後やっぱりこういった

依頼をされるところが非常に多くなってくるんじ

ゃないかということを危惧しますので、そこら辺

を社協さんと十分な連携をとって、よろしくお願

いしたいと要望しておきます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（井上勝博）特別養護老人ホームについ

ての待機者の現状をお聞かせ願いたいと思います。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）特別養護

老人ホームの待機者、要介護３以上の方が

５１２名でございます。在宅におきます待機者が

そのうち１５７名でございます。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。討論はあり

ませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）ただいま討論の声があり

ますので、これより討論を行います。 

 まず、本決算の認定に反対の討論はありません

か。 

○委員（井上勝博）今、議論する中で、一番や

はり問題だと思ったのが、保険料の問題です。収

入未済額が多額に上っているわけですが、その内

訳として普通徴収の方々、無年金の方々や年金が

１万５,０００円以下の方々ということで、減免制

度があるはずなんです。それがやっぱり活用され

ていないというのは、私は問題だというふうに思

います。よって認定に反対いたします。 

○委員長（江口是彦）次に、本決算の認定に賛

成の討論はありませか。ほかに討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）これで、討論を終わりま

す。 

 採決します。 
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 採決は起立により行います。 

 本決算を認定すべきものと認めることに賛成す

る委員の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○委員長（江口是彦）起立多数であります。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

────────────── 

   △市民健康課の審査 

○委員長（江口是彦）ここで、皆さんのお手元

に配付してある市民健康課から資料が配付されて

おりますが、市民健康課長、説明をお願いします。 

○市民健康課長（宍野克己）昨日御説明した補

足でございます。お手元に資料を配付してござい

まして、２枚紙でございます。 

 まず第１点、救急搬送における軽傷患者の割合、

これは新原委員が救急医療体制の充実のところで、

適正受診をされているかと、件数は、それから推

移はということでございました。ここに書いてご

ざいますとおり、これは平成２５年ということで、

１月１日から１２月３１日、消防局の救急車の搬

送のところから、数字をお借りました数字でござ

いまして、３,６０７件中１,２９２件が軽傷患者

の数字ということで、３５.８％を占めております。

推移としては、平成２３年は４０％、平成２４年

は３７％でありましたので、少しずつではござい

ますが、減少をしていると。今後ともこの適正受

診に関する周知を図ってまいりたいと思います。 

 ２番目の済生会川内病院の選定療養費の実績と

いうことで、少し御説明を申し上げましたが、

１件あたり１,０００円ということで、きのう申し

上げましたが、消費税が入って、平成２５年度は

１,０５０円ということでございます。この中身に

つきましては、平成８年４月の健康保険法の改正

により、２００床以上の病院に初診に関する特定

診療費の制度が設けられたということでございま

して、この中身は大きな病院と他の診療所との機

能分担を推し進めるために設けられたものという

ことで、患者さんに対しましては、まず近くの診

療所を受診していただき、病院と診療所の機能を

分担して、限られた医療資源の有効活用、大きな

病院の混雑緩和などを目指したものでございます。

件数としましては、内科と外科が対象でございま

すが、平成２５年度は６２１件、外科が４５件と

いうことでございまして、推移につきましては、

平成２５年から始まったということでございまし

て、平成２６年度の推移を見ながら、この数字が

どうなっていくかを注視していきたいというふう

に考えております。 

 それから３番目の医師研究研修事業費の旅費の

ところでございますが、これは、永山委員の職員

の計画的な研修をというようなことでございまし

て、中身を見ますと、全国国保地域医療学会ほか

１３件ということで、１１５万２,２６０円という

ことでございまして、このほかに同じ総務費の一

般管理のほうで事務長の研修とか、それから昨年

は手打診療所の看護師の研修会、１名ではござい

ましたが出張しておりました。御報告申し上げて

おきます。 

 あと、２枚目の紙でございますが、感染症等の

予防費の執行残が多いのではないかという御指摘

の中身でございます。２枚目が委託料の実績、

３枚目がワクチン代の需用費の実績でございます

が、３枚目をお開きいただきたいと思います。 

 ここで一番大きいのが、きのうも申し上げまし

たが、子宮頸がんワクチンの２,５７８万８００円

でございます。これにつきましては、きのうも申

し上げましたが、子宮頸がんの積極的な勧奨を行

わないでくださいというような厚生労働省の通達

が平成２５年６月１４日付でございました。です

ので、これで減額をすれば残金は残らないわけで

ございますが、再開するかどうかの結論がこの厚

労省の部会で、平成２６年１月２０日現在でもま

だ決まっていなかったということから、補正予算

に間に合わず、このような形で大きな残金が残っ

たということでございます。あと、それぞれのワ

クチンの増減がございますが、これは制度の改正

等によって、数値等の差異が少し生じたというこ

とでございます。なお、薬剤料費とそれから委託

料の数量の少しの差異がございますが、これにつ

きまいては、病院と薬品会社との請求のずれでご

ざいまして、少し差異がございますので、申し添

えておきます。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）質問はよろしいですね。 

 以上で、高齢・介護福祉課の審査を含めて終わ

ります。御苦労さまでした。 

 保護課の説明まで受けますか。休憩しますか。

説明しか受けられんけど、説明が１０分、ちょっ

と無理か。休憩しましょうか。 
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 ここで休憩いたします。開会は１時といたしま

す。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時４８分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午後 １時   開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

────────────── 

△保護課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、保護課の審査を行

います。 

────────────── 

   △議案第９４号 平成２５年度一般会計歳

入歳出決算 

○委員長（江口是彦）先ほど審査を一時中止し

ておりました議案第９４号平成２５年度一般会計

歳入歳出決算を議題とします。 

 それでは、保護課関係の決算の概要について、

部長に説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）保護課の主要施策

の成果について、決算附属資料に基づき概要を御

説明させていただきたいと思います。 

 附属資料の８８ページをお開きいただきたいと

思います。 

 １、生活保護制度におきましては、生活困窮者

に対します必要な保護と自立の助長を行ったとこ

ろでございます。３月時点での保護世帯数は

７５２世帯、保護率は１０.１１パーミルでござい

ます。また、自立支援のために就労支援員を配置

し、被保護者に対して就労意欲を喚起しながら、

ハローワークにも同行するなど、各種指導を行っ

てきたところでございます。結果として、保護廃

止につながった世帯が８世帯出てきたところでご

ざいます。 

 次に、２、行旅病人等取り扱い事務費につきま

しては、行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく行

旅死亡人の対応５人を昨年は行ったところでござ

います。 

 以上、保護課の主要施策の成果について、概要

の説明を終わらせていただきますが、決算の詳細

につきましては、この後、保護課長のほうから御

説明をさせていただきたいと思います。 

○委員長（江口是彦）続いて、一般会計歳入歳

出決算中、保護課分について補足説明を求めます。 

────────────── 

   △議案第９４号 平成２５年度一般会計歳

入歳出決算 

○保護課長（小原雅彦）それでは、保護課分に

係る決算について、まず、歳出について御説明申

し上げます。 

 決算書の１０５ページをお開きください。３款

１項１目社会福祉総務費のうち、当課分の支出済

み額は、４３万８２７円であります。 

 備考欄で主なものを御説明申し上げます。

１０７ページであります。 

 事項、行旅病人等取扱い事務費につきましては、

行旅死亡人５人にかかわる葬儀の委託料が主なも

のであります。 

 なお、１目の社会福祉総務費の当課分の１節

５０万円以上の不用額はありません。 

 続きまして、決算書の１１９ページをお開きく

ださい。 

 ３款４項１目生活保護総務費の支出済み額は

２億１,３１０万３,６１６円であります。 

備考欄で主なものを御説明申し上げます。 

 まず、生活保護管理運営費の主なものは、嘱託

医２人分の報酬、保護課職員１４人分の給与費、

生活保護システムの保守業務委託ほか１件の委託、

ケースワーカーとしての社会福祉主事の資格認定

を受けるための２人分の講習会負担金、平成

２４年度生活保護費等国庫負担金の実績額確定に

よる差額分の国庫支出金等精算返納金などが主な

ものであります。 

 次に、事項、自立支援プログラム策定実施推進

事業費の主なものは、被保護者の就労支援を行う

就労支援員と子育てなどに係る相談を行う就学・

子育て支援員２人分の報酬及び社会保険料等が主

なものであります。 

 次に、事項、生活保護適正実施推進事業費の主

なものは、生活保護面接相談員２人、診療報酬明

細書点検業務、嘱託員１人、年金調査員１人、医

療扶助相談・指導員１人、適正保護推進員１人の

合計６人分の報酬及び社会保険料、生活保護基準

改定に係るシステム改修業務委託ほか１件、レセ

プト管理システム操作端末１台分に係る備品購入

費、県下都市社会福祉主事研修会負担金ほか２件

の負担金などが主なものであります。なお、１節

社会生活保護総務費の１節５０万円以上の不用額
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はありません。 

 続きまして、同じく決算書１１９ページの３款

４項２目扶助費の支出済み額は１５億２,６６２万

９,０３８円であります。 

 備考欄を参照ください。 

 保護世帯は７５２世帯、９５２名で、保護率

１０.１１パーミルです。おおむね市民１００人に

１人が生活保護費の受給者といえます。扶助費、

支出では、生活扶助を初め、全部で８項目の扶助

を行っておりますが、中でも医療扶助が全体の

６割を占め、次いで生活扶助が３割、住宅扶助の

順となっています。この割合は、例年同様であり

ます。 

 ２目扶助費の１節５０万円の不用額ですが、

２１節扶助費の４,９１３万１,９６２円でありま

す。これにつきましては、扶助費の執行残による

もので、主に医療扶助等の執行が不確定なために

生じたものであります。 

 続きまして、歳入について御説明申し上げます。

決算書の３３ページをお開きください。 

 １５款１項１目民生費負担金、４節生活保護費

負担金の収入済み額は１２億３ ,２７３万

６,０００円であり、保護費として支出した費用の

４分の３を国から生活保護費負担金として受け入

れたものであります。 

 続きまして、３５ページをお開きください。 

 １５款２項２目民生費補助金、４節生活保護費

補助金の生活保護適正実施推進事業補助金の収入

済み額は、３７ページの備考欄になりますが、

１,０３９万５,０００円は、生活保護の適正な運

営を確保するために、診療報酬明細点検業務嘱託

員や適正保護推進員、医療扶助相談指導員年金調

査員５人分の経費及び生活保護課職員の資質向上

のための研修等に係る経費について、補助率

１００％を受け入れたものであります。 

 続きまして、４１ページをお開きください。 

 １６款１項１目民生費負担金、４節生活保護負

担金の収入済み額２,２６８万２,１０３円は、居

住地がない、帰来場所がない、または明らかでな

い、例えば長期入院等による被保護者分ですが、

本来県が負担すべきものですが、県にかわり市が

支弁した２４世帯２４人分の保護費、保護施設事

務費等の４分の１に相当する分について、県から

受け入れたものであります。 

 続きまして、４３ページをお開きください。 

 １６款２項２目民生費補助金、４節生活保護費

補助金の生活保護受給者就労支援事業補助金

８６５万円は、就労支援員１人、生活保護面接相

談員２人、就学・子育て支援員１人の雇用に対す

る経費等について１００％の補助分を受け入れた

ものであります。 

 次に、５１ページをお開きください。 

 １６款３項２目民生費委託金、１節社会福祉費

委託金の当課分は、行旅病人等取り扱い事務費委

託金の３１万６４円であります。これにつきまし

ては、行旅死亡人に要した経費について、県から

委託料を受け入れたものです。 

 次に、６３ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入、１節雑入の当課分は、決

算書の６７ページになります。 

 備考欄右下、生活保護費返納金であります。主

なものは、過年度分の生活保護費返納金で、

９４件のうち、５４件の全部または一部を収納し、

次に現年度分返還金、生活保護費返納金で、

１１７件のうち、１１５件分の全部または一部、

次に平成２５年度において、いわゆる不正受給の

返還を求めました。現年度分の生活保護徴収金で、

１１件のうち８件分の全部または一部を徴収した

ものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑を行います。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）平成２５年度から生活保護

の基準が引き下がったんだと思うんですけれども、

全国的には不服審査請求という運動がありまして、

薩摩川内市でもそういうのがあったかどうかとい

うことと、それから、この生活保護基準というの

は、いろんな分野に関連する、就学援助とか、そ

ういうものにいろいろ関連してくるわけですが、

それについては、中川部長のときに、市民福祉部

が中心になって調整するという話になってたと思

うんですが、その辺については今どうなってるの

か、お尋ねしたいと思います。 

○市民福祉部長（春田修一）今回の引き下げに

伴う市民福祉部で調整した件についてということ

でございますが、これにつきましては、教育委員

会も含めまして、関係のある課については、全て

まず事業を出してもらって、今後の対応をどうす
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るかということで、執行会議まで開いて方針を決

定したところでございます。これにつきましては、

それぞれの市として統一して、仮に今回の引き下

げに伴い保護を外れた場合については、従来と、

保護を受けたときと同じような取り扱いをすると

いうことで合意形成を図り、それぞれ対応したと

ころでございますが、実質的にこの引き下げによ

って保護廃止になった方がいらっしゃいませんで

したので、制度的には整いましたが、適用した方

はいらっしゃらなかったということでございます。 

 保護費の引き下げに伴う審査請求のあり方につ

いては、課長のほうから回答します。 

○保護課長（小原雅彦）不服等の審査請求につ

いてはございません。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）その関連する事業への調整

ということについては、どういうふうに調整され

たかっていうのは、これは何か公開されてるんで

すか。いわば就学援助については、基準をもとに

してたわけですけども、それがどうなったかとい

うことで関係者によく通知が行ってるとか、そん

なふうにしてるんですか。 

○市民福祉部長（春田修一）今回の部分の保護

費の引き下げに伴いまして、保護を廃止された方

については、保護課のほうから、関係課のほうに

は、その旨、通知を情報提供すると。それに基づ

いて、その方につきましては、保護を受けてたと

きと同じような取り扱いで減免なり、取り扱いは

同じような形でするという形で、それぞれの制度

の中で執行していくということで合意をとったと

いうことでございます。 

○委員（井上勝博）生活保護基準っていうのが、

一つの基準になって、さまざまな制度に影響が出

るわけですよね。そのままにしておくと。しかし、

政府は、ほかのそういう制度には影響がないよう

に調査して、影響が出ないようにするという約束

だったし、それについて、この基準引き下げに伴

って影響が出ないように、どういうふうにしてる

のか。意味がわかる、わからん。基準が下がった

わけでしょう。で、就学援助制度なんかにも影響

が出てくるわけでしょう。だから、出ないように

するっていうのは、どういうふうにするわけ、つ

まり。そこら辺がよくわからないんですよ。つま

り、基準が下がったんだから影響が出てくるわけ

でしょう。 

○市民福祉部長（春田修一）ちょっとかみ合わ

ないところがございますが、私どもとしては、今

回の部分で生活保護費の基準が３年間で１０％引

き下げをされると、それを３年間で緩和して。で

すから、年間３％ほどの保護支給費引き下げがな

されることによって、生活保護を外れる方がいら

っしゃる可能性があったので、その分については、

保護を受けてたときと同じ取り扱いで当該年度は

取り扱いをしますということで、それぞれ、今の

それぞれの制度の中で、市長が特に認める場合と

いう規定がございましたので、その規定がある分

については、その規定を生かして、同じような取

り扱いをします。ただ、そういう規定がない場合

については、それぞれが規定の改正をしながら、

各部局で規定の改正をして、同じような取り扱い

をしますということで、執行会議で合意をとった

ところです。ですから、そういう形で行政として

はしましたが、井上委員がおっしゃるのは、生活

保護基準が引き下げに伴って就学援助費の基準が

引き下がったり、いろんな制度の引き下げとか、

そういう部分が引き上げがあるというようなこと

に対する対応かということにつきましては、市と

しては、そこの部分については、対応はできなか

ったということでございます。それは、国とか、

そういう制度設計をするところでやっていただい

てるということで解釈しております。 

○委員長（江口是彦）よろしいでしょうか。 

○委員（井上勝博）介護保険料などの減免など

は、介護保険料を徴収したら生活保護基準以下に

なる場合は、減免をするとかって、そういうのが

あったと思うんですよ。だから基準があったと。

その基準が下がったわけだから、それを元の基準

で進めるというふうにしてるっていうことなんで

すか。そういうことですね。わかりました。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 以上で、保護課の審査を終わります。御苦労さ

までした。 

────────────── 

△子育て支援課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、子育て支援課の審

査を行います。 

────────────── 
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   △議案第９４号 平成２５年度一般会計歳

入歳出決算 

○委員長（江口是彦）それでは、子育て支援課

関係の決算の概要について部長に説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、子育て

支援課の主要施策の成果につきまして、決算附属

書に基づき御説明させていただきます。 

 決算附属書の８９ページからになります。

８９ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、１、女性・家庭児童相談事業では、要保

護女子のＤＶ相談、これは５４件、平成２５年度

はございました。ＤＶ相談や児童虐待、これは

７７件でございました。など、家庭養育における

相談等に応じ、あわせて指導、助言を行ったとこ

ろでございます。 

 次に９０ページから９１ページになりますが、

子育てと仕事が両立できる環境づくりにおきまし

ては、多種多様化します保育ニーズに応えるため

に、保育園での延長保育、これは、２９園全てで

やっております。そのほか、１７園で一時預かり

保育事業等の推進をするなど、あわせてファミ

リーサポートセンター事業等による保育サービス

の充実を図ってきたところでございます。また、

親子で参加できる育児リフレッシュ事業も実施し

ておりまして、４,８４２人の親子が参加していた

だきましたが、育児不安・負担の解消を図ったと

ころでございます。 

 次に、９２ページでございますが、生活を支え

る子育て支援の充実では、児童手当の支給及びひ

とり親家庭等に児童扶養手当の支給を行うととも

に、生活の安定及び児童福祉の増進を図ったとこ

ろでございます。 

 ９３ページでございますが、学童保育の充実で

は、市内１７箇所の児童クラブの運営に関する補

助を行ったところでございます。 

 次に、９４ページでございます。保育所の運営

では、市内２７箇所の私立保育園と、２箇所の認

定こども園及び里及び下甑地域のへき地保育所に

おいて、乳幼児の保育を行い、児童福祉の増進を

図ったところでございます。 

 次に、９５ページでございます。ひとり親家庭

等の生活の安定と向上では、母子・父子家庭など

のひとり親家庭等への医療費を助成するとともに、

母子家庭の自立促進のための能力開発資格取得を

支援したところでございます。 

 ７の子どもの健康と福祉の充実では、中学校終

了、１５歳に到達する以後の年度まででございま

すが、終了までの児童を対象に、保険診療に係る

医療費の全額を助成を行ったところでございまし

て、記載のとおり、県補助分で７,１００万円程度、

市単独分で２億２,５００万円程度、合わせまして

２億９,６００万程度の助成を行ったところでござ

います。 

 以上、子育て支援課の成果につきましての概要

の説明を終わらせていただきますが、決算の詳細

につきましては、引き続き、子育て支援課長のほ

うで説明をさせていただきたいと思います。 

○委員長（江口是彦）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、子育て支援課分について、当局に補

足説明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）子育て支援課で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、子育て支援課の平成２５年度決算に

ついて、まず歳出から御説明申し上げます。 

 歳入歳出決算書の１１５ページをお開きくださ

い。 

 ３款民生費の３項児童福祉費、７目児童福祉総

務費は、支出済み額４億５,８９７万６,００３円

であります。 

 繰越明許費２億８,９７０万７,０００円は、の

ぞみ保育園建築工事と青山幼稚園の改築工事に係

る補助金、平成２７年４月から開始予定の新子育

て支援システムに係るシステム開発委託料及び子

ども・子育て支援事業計画策定委託に係るもので

ございます。 

 事項、児童福祉管理運営費の主なものは、行政

事務嘱託員３名、ファミリーサポートセンター業

務嘱託員１名と、職員１０人分の人件費、地域子

育て支援センター、病児・病後児保育、育児リフ

レッシュ事業等の委託料、一つ飛びまして、延長

保育、一時預かり、障害児保育事業、保育所地域

活動等の特別保育対策事業補助金が主なものでご

ざいます。 

 次の、事項、児童福祉施設整備費のうち、主な

ものは、繰り越し事業分で、入来保育園の改築整

備事業補助金でございます。 

 開けていただいて、１１７ページ。事項、女

性・家庭児童相談費は、女性・家庭生活指導相談

員３名に係る人件費ほか、婦人相談、児童相談管

理システムの保守委託料が主なものでございます。 
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 ２ 目 児 童措 置 費、 支出 済 み 額 は２ ２ 億

５,１３４万９,１６３円、児童手当、児童扶養手

当、母子生活支援施設措置費の扶助費でございま

す。 

 ３目児童館費は、支出済み額８ ,７０７万

１,９９５円であります。内容は、１７の放課後児

童クラブに対する運営補助金等でございます。ま

た、１５節工事請負費につきましては、平成

２６年度への繰り越し事業で、これは、閉館いた

しました旧水引児童クラブの解体費用で、１２月

補正で予算成立したもので、工期の設定上、年度

中の完成が望めないため、繰り越したものでござ

いまして、本年７月に工事は完了しております。 

 ４目保育園費は、支出済み額２４億１,５１１万

４,２７４円で、内容は下甑保育所の保育士業務嘱

託職員１名に係る人件費、里保育園の指定管理委

託料、そして、本土地域の法人立の保育園と認定

こども園の運営費として支払います扶助費でござ

います。 

 ５目母子福祉費は、支出済み額７,７３４万

２,５０７円で、内容はひとり親家庭医療費助成及

び母子家庭自立支援給付金の扶助費のほか、母子

寡婦福祉会運営費補助金等でございます。 

 次は、１２１ページをお開きください。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総

務費のうち、子育て支援課分は、備考欄中、中ほ

どの事項、子ども医療費助成で支出済み額は３億

１,２７６万６,２６４円であります。内容は、審

査集計機関への審査手数料、医療機関への助成事

業報告事務手数料、そして、医療費助成の扶助費

が主なものでございます。なお、扶助費が８４％

の執行率で、５,６２２万７,９８４円の執行残と

なりましたが、インフルエンザ等の流行がなかっ

たことにより、執行残が生じました。 

 以上が歳出でございます。 

 引き続き歳入について御説明いたしますので、

歳入歳出決算書は戻っていただきまして、

１７ページをお開きください。 

 １３款分担金及び負担金の２項負担金、１目民

生費負担金、３節児童福祉費負担金でございます。

内容は、備考欄記載のとおり、保育所の運営費負

担金、保育料が主で、その他子育て支援短期入所

利用負担金でございます。不納欠損９０万

３,１２０円は、平成１４年から平成２０年度の保

育料滞納分について、消滅時効により、５７件、

１１人分を処理いたしたものでございます。また、

収入未済は私立保育園の保育料で、現年分

４６２万１ ,９３０円、滞納分１ ,４５２万

６,２５０円、及び子育て支援短期入所利用負担金

３万６００円でございます。 

 次は、１４款使用料及び手数料でございますが、

決算書は３１ページをお開きください。 

 ２項手数料の２目民生手数料、１節民生手数料

は、児童手当受給証明手数料でございます。２節

督促手数料は、保育料滞納分に係るもので、不納

欠損額５,１００円は平成１７年から平成２０年度

分の９人分につきまして、保育料とあわせて処理

いたしましたものでございます。収入未済額は

１２万１,８００円であります。 

 次に、３３ページをお開きください。１５款国

庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費負担金で

ございます。３節児童福祉費負担金のうち、子育

て支援課分は、備考欄二つ目の米印になります。

児童扶養手当、保育所運営費、児童手当等の国庫

負担金でございます。 

 次は、３５ページ、２項国庫補助金でございま

す。子育て支援課分は、備考欄下から６行目、

２目民生費補助金、１節社会福祉費補助金のうち、

備考欄二つ目の印の児童虐待防止対策事業費補助

金で、女性相談員の人件費等に関する補助でござ

います。 

 次の、３節児童福祉費補助金は、母子家庭の自

立を支援する教育訓練給付金に対する補助金でご

ざいます。 

 次は、飛びまして、決算書４１ページをお開き

ください。 

 中ほど、１６款県支出金、１項県負担金、１目

民生費負担金、３節児童福祉費負担金でございま

す。子育て支援課分は、備考欄二つ目の米印、保

育所運営費負担金、児童手当等の県負担金でござ

います。 

 次は、開けていただきまして、４３ページ、

２項県補助金、２目民生費補助金でございます。

子育て支援課分は、３節児童福祉費補助金で、ひ

とり親家庭医療費助成児童クラブ運営に係る放課

後児童健全育成事業、保育所整備事業、延長保育、

病児・病後児保育等に係る保育対策等促進事業等

補助金でございます。収入未済額２億１,５１１万

４,０００円は、のぞみ保育園建設工事と青山幼稚

園の改築工事及び平成２７年度から開始予定の新
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子育て支援制度システムのシステム開発に係る県

補助金で、事業繰り越しに伴うものでございます。 

 次は、開けていただきまして、４５ページ、

３目衛生費補助金、１節保健衛生費補助金、子育

て支援課分は、備考欄中ほど乳幼児医療費補助金

でございます。 

 次は、飛びまして５１ページをお開きください。 

 ３項県委託金で、子育て支援課分は、２目民生

費委託金、１節社会福祉費委託金のうち、備考欄

三つ目の米印、権限移譲事務委託金で、母子寡婦

資金貸付事務に対するものでございます。 

 次は、６９ページをお開きください。 

 ２１款諸収入の５項４目１節雑入でございます。

子育て支援課分は、備考欄中ほど、子ども医療費

助成返還金は４名分、ひとり親家庭等医療費助成

返還金は１名分、児童手当返納金は１名分、児童

扶養手当返納金は２名分、子ども手当返納金は

１３名分でございます。また、調査回答謝金とし

て、厚生労働省から３,６００円を受け入れており

ます。 

 以上が雑入です。以上で、歳入でございます。 

 最後に、平成２５年度決算につきましては、監

査委員から意見書で御指摘をいただいております。 

 １点目、監査意見書２２ページで、児童福祉費

負担金、保育料の収入未済額が多額になっている

ので、さらなる徴収に努められたいとございます。 

 御意見のとおり、平成２５年度末で１,９１４万

８,１８０円の滞納となっております。滞納対策と

いたしまして、各保育園の園長にお願いいたしま

して、収納業務委託を実施しております。また、

保育料の滞納がある世帯には、児童手当支払いを

窓口払いといたしまして、児童手当からの収納を

促しております。これによりまして、滞納金額に

つきましては、平成２４年度末に２,１６７万

５ , ９ ２ ０ 円 ご ざ い ま し た が 、 本 年 度 は

１,９１４万８,１８０円とマイナス２５２万

７,７４０円となっておるところでございます。し

かしながら、監査委員の御指摘のとおり、まだま

だ収入未済額が多額でありますので、今後も滞納

対策に努めてまいりたいと考えております。 

 ２点目、監査意見書３９ページです。平成

２４年度に発生した子ども手当過払い金について

は、今後も引き続き回収に努めたい、でございま

す。平成２４年６月に子ども手当の重複払いが発

生いたしまして、市民の皆様には大変御迷惑をお

かけいたしました。 

 過払い金の回収状況等について御報告申し上げ

ます。 

 総額１,２６２万５,０００円、４９５件の過払

いでございましたが、平成２４年度までに

１,１３６万１,０００円、４５６件を回収、平成

２５年度中に３２万６,０００円、９件を回収いた

しまして、残が９３万８,０００円、３１件となっ

たところであります。今年度も引き続き、電話、

臨戸による催告を繰り返しておりますが、現在ま

で１万５,０００円の１件を回収いたしたのみであ

ります。残り３０名の方々に対しましては、文書

を発送し、改めて返納をお願いしているところで、

その状況を見ながら戸別に臨戸や電話での催告を

行い、引き続き回収に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上で、歳入歳出決算書、子育て支援課分の説

明を終わります。よろしく御審査賜りますようお

願いいたします。 

○委員長（江口是彦）当局の説明がありました

ので、これより質疑を行います。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）決算附属書の子育て支援会

議というのがありますよね。これは、いわば新し

い制度をつくる上で、この会議の中で、いろいろ

議論されたと思うんですが。結果的には、国の基

準ということで、ほとんど国の基準のとおりのも

のになってきたと。暴力団の関係は市の独自のも

のではあると思いますけれども、今度の制度とい

うのはいろいろやっぱり問題はやっぱあると思う

んですよ。保育所で、今、保育料の問題が出され

ました。滞納があると。これからは、例えば、認

定こども園とか、それとか、ほかに家庭の関係と

か、そういうなのは直接契約で、保育料を市が徴

収するっちゅうことじゃなくなるわけです。だか

ら、確かに待機児童は減るんだけども、一方では

そういう形で、市の管轄外になる部分ていうのが

出てきて、やっぱりいろいろ問題があると思うん

です。この子育て支援会議で、どういう意見が出

されたりしているかということなど、そもそも会

議をどういう頻度で行われて、どういう意見など

が出されたのかっていうことについてお尋ねした

いと思います。 

○子育て支援課長（知識伸一）平成２４年度に

子ども・子育て支援法等ができまして、３年間か

けて新しい子育てのシステムに今移行中でござい
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ます。子育て支援課といたしましても、昨年の

１２月に第１回の会議を行ったところでございま

す。平成２５年度は１回で会議が終わりまして、

そこで、子育てをしていらっしゃる方がどんな

ニーズがあるかってことで、第１回目でとりあえ

ずニーズ調査を行うってことで、１,０００件程度

アンケート調査を行ったところでございます。そ

の回答をもとに本年度、第２回から第６回まで会

議をしておるところでございます。ここで大きく

決めていくのは、今後５年間の子育ての計画を策

定するというのが一番大きなメインでございまし

て。それに向けて今、量の見込みと申しまして、

今後、保育園があとどれぐらい足らないのとか、

そういう放課後児童クラブがあと幾つ必要かとか

そういうような量の見込みの調査を行っていると

ころでございます。そこで、委員の皆様方にいろ

んな意見をいただきまして、よりよい計画をつく

るっていうのが大きな目標になっておるところで

ございます。 

○委員（井上勝博）子ども・子育て支援事業計

画っていうことだったと思うんですけれども、こ

れを国のそもそもそういう国が示すものが大分お

くれてきたということで、漠然としたものだった

ということはあるとは思うんですけれども。しか

し、この問題点ということについて、委員の中か

らの指摘っていうのはなかったものなんでしょう

か。それに対する市の上乗せ措置ということは、

考えられなかったものなのかということなんです

ね。 

○子育て支援課長（知識伸一）特に、上乗せ措

置と申しますか、保育をする上で、今度の９月議

会で出させていただきました条例が、保育をする

ときの基準に関するものでございますので、それ

につきましては、国が十二分に検討した上で、こ

ういう形でしてくださいということで出されたの

を、一応、会議に諮りまして、最終的にはそうい

う形でいきましょうということで、御意見をいた

だいたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ございませ

んか。 

○委員（永山伸一）済いません。保育所の負担

金等の滞納の問題です。これは子ども手当の過払

い金の返還についても一緒なんだけど。今、そう

いった回収については、努めてると。監査委員の

指摘もあったので、取り組んでるという話はあっ

たんですが、もう少し詳しく現状聞きたいなとい

うところがあるんです。私も思ってるんですけど、

子どもさん方であれば児童手当があるわけですん

で、今聞けば、振り込みを手渡しにすれば、相当

な回収ができるんじゃないかというふうに思って

たんだけど。それをやってるって、それを聞きた

いなって思ってたんだけど。それをやってるとい

うことを今おっしゃいましたけれども。それでも

金額的にこんなに大きな滞納って、滞納繰り越し

も当然あろうとは思うんだけども。保育料なんか

については、まだ当分の間、児童手当があるわけ

だから、ある程度の回収できるんじゃないかなっ

ていうふうに思うんですが、まだ回収に多額の金

額の回収に至ってない経緯というのは、何なんで

すか。 

○子育て支援課長（知識伸一）保育料の滞納が

あるのが、平成１１年ぐらいからの分がまだござ

います。時効は５年間なんですけど、５年間のう

ちに幾ばくか納めていただければ、その分がずっ

と残っていくんです。大口の方なんかで、もう子

育てが終わられて、児童手当がない方なんかも結

構ございます。それにつきましても、時効になら

んように、１,０００円でも２,０００円でもいい

ですからってことで、時効中断を考えながらやっ

ているところなんですが、過年度分がやっぱりち

ょっとたくさん残っております。今の考え方とい

たしましては、現年度の分を極力滞納が出さない

ようにすれば、今よりはふえないというような考

えで、今保育園にいらっしゃる方は、極力納めて

いただくような形で園長さんを通じまして、督促

料とかそういうので出ますよということでお願い

をしてるところでございます。 

○委員（永山伸一）わかりました。過年分が相

当あるというようなことですね。そういったとこ

ろについては、結果的には不納欠損で落とすしか、

それをしないように幾らかずつ徴収しているとい

うことですよね。ちょっと不安なのが、来年４月

から制度がまた大きく変わるということで、細か

な内容についてはそんな変わらないんだけれども。

子育て支援の法律体制が変わるということでもっ

て、やはりほんとに現年度分の滞納はないという

形をつくっていかないと、これを何らかの形でつ

くってから、今取り組んでいらっしゃる児童手当

のほうも児童手当で、子ども手当の過払いも児童
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手当で、済いません、いただきますと言えば、こ

れの場合はまだ一昨年の話だから、取れるわけで

すんで、本人が拒否はしても、拒否されてると思

うんだけど。やはりそういう強い姿勢で臨んでい

かないと、過年分の金額大きいのは、非常に問題

であるんだけれども。とにかく、来年度から子育

て支援の関係法令がやっぱり大きく変わるのを機

会に、平成２５年度現年、平成２６年度も含めて、

現年分の未徴収がない形にやはり取り組んでほし

いと、これは要望ですけど、そのような形でぜひ

強く要望しておきます。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかにございませんか。 

○委員（中島由美子）この女性保護事業という

ことで、女性・家庭児童相談事業が本当にきちっ

とできてきているので、こんなに数字が上がって

くるんだろうなと思うんですが。ＤＶとか、子ど

もの虐待というのもたくさん数が上がってるみた

いなんですが。現実に対応っていうのは、解決に

向かう方向っていうか、そういう方向になってい

るのか。ことしは配偶者暴力相談支援センターも

きちっと設置をされまして、女性にとっては大分

安心できるセンターになってるのかなと思うんで

すけれど、現実はどのような対応なのか、ちょっ

と教えてください。 

○課長代理（西田光寛）相談業務につきまして

は、私と、あと相談員３名という形で対応を行っ

ておるところでございます。今、御紹介ありまし

たとおり、県内でも自治体としましては２番目に

配偶者暴力相談支援センターというのも市に設置

を平成２５年の４月からしたところでございます。

市では１番目だったんですけれども、設置したか

らということでもないんですけれども。女性のＤ

Ｖ相談とか、児童の虐待相談、さまざまな相談が

毎日のように寄せられております。その辺の処理

につきましては、関係機関、児童相談所や県の女

性センター及び川内の警察署さん、非常に連携を

とりながら、また庁舎内でも庁内の連絡会議とい

うのも作成して、そういう困った方が来られた場

合は、市営住宅への優先入居とか、保険が必要な

方は国保を大至急つくっていただくとか、住民課

のほうでは、閲覧のされないような支援措置、そ

ういうのもしながら支援を行っているところでご

ざいます。自立につきましては、一番難しいのが

やはり生活支援というところが一番難しい問題に

なりますけれども、そちらのほうも、先ほどあり

ました保護課さんの協力をいただきながら、申請

によっては生活保護という制度を利用していただ

きながら、自立を促しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）よろしいですか。ほかに

質疑はありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 以上で、議案第９４号、決算の認定について、

平成２５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算の

うち、本委員会付託分の質疑は全て終了いたしま

したので、これより、討論、採決を行います。討

論はありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論の声がありますので、

これから討論を行います。 

 まず、本決算の認定に反対の討論を認めます。 

○委員（井上勝博）平成２５年度一般会計の決

算について、財政運営プログラムということで、

このさまざまな負担増、また削減というのがある

と。一例が乳がん検診の自己負担増、それから鍼

灸の６０回から４０回への削減などがありました。

それから、国保会計の問題については、関連して、

私はさらに繰出金の増額を求めて、国保税の引き

下げを求めていきたいと思っています。 

 また、住基ネットについては、広域的な利用と

いうのは非常に少ない中で、データ漏出の危険と

いうのもあって、住基ネットそのものについては、

まだ国民の批判があるわけですけれども、そうい

った問題もあるということで、一般会計決算の認

定に反対いたします。 

○委員長（江口是彦）次に、本決算の認定に賛

成の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）反対の討論、ほかにあり

ますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）これで討論を終わります。 

 採決します。採決は起立により行います。本決

算は認定すべきものと認めることに賛成する委員

の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○委員長（江口是彦）起立多数であります。 

 よって、本決算を認定すべきものと決定しまし
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た。 

 以上で、子育て支援課を含め、本委員会付託分

の審査を全て終了いたします。 

 当局の皆さんは、２日間にわたり、大変御苦労

さまでした。ありがとうございました。 

────────────── 

△委員会報告の取扱い 

○委員長（江口是彦）以上で、日程の全てを終

わりましたが、委員会報告書の取りまとめについ

ては、正副委員長に御一任いただくことに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の継続調査 

○委員長（江口是彦） ここで、閉会中の継続

調査についてお諮りします。 

 閉会中の継続調査については、お手元に配付の

とおり議長に申し出たいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（江口是彦）以上で、市民福祉委員会

を閉会いたします。 

 委員の皆さん、二日間にわたり、大変御苦労さ

までした。 
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閉会中の継続調査について 

市民福祉委員会 

（調査事項） 

１ 戸籍及び住民記録等に係る諸証明について 

２ 健康増進について 

３ 地域医療について 

４ 環境保全について 

５ 産業廃棄物管理型最終処分場について 

６ 社会福祉事業について 

７ 障害者支援について 

８ 高齢者支援について 

９ 子育て支援について 

１０ 国民健康保険について 

１１ 介護保険について 
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